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５歳児健康診査の試行実施について 

 

１ ５歳児健康診査の概要 

（１）目的 

  ５歳児は、保健、医療、福祉による対応の有無がその後の成長・発達に影響を及ぼす

時期である。５歳児に対して健康診査を行うことで、子供の発達などの特性を早期に発

見し、適切な支援や指導を行い、もって幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的と

する。 

（２）対象者 

  実施年度に満５歳になる幼児（４歳児クラスの幼児） 

 

２ ５歳児健康診査の試行実施について 

国が令和７年８月に基準を緩和したことを踏まえ、「二段階方式」により実施するこ

とを基本に検討を進め、令和８年度内に試行実施する。 

 

二段階方式の実施イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ７ 日 
保 健 福 祉 委 員 会 資 料 
健康部保健サービス課 

保護者にアンケート案内を送付 
（保護者回答用、保育者回答用） 

アンケート回答 
一段階目の判定 

要二段階目 要観察 異常なし 

保護者等に結果を送付 

二段階目へ 相談窓口の紹介など 

○一段階目の流れ ○二段階目の流れ 

受付 

集団遊び／問診 

計測／医師の診察･判定 
個別 
相談 

要精密 要観察 異常なし 

精密検査 
（医療機関） 

相談事業、保健師によるフォロー、
相談窓口の紹介など 
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３ （仮称）５歳児健康診査検討委員会の設置について 

健診実施に係る課題への対応や試行実施に向け、区、医師会、関係機関等で構成する

（仮称）５歳児健康診査検討委員会を設置して検討を進める。 

 

４ 予算額（案） 

歳入    ９６６千円 

歳出  ２，９５０千円 

 

５ 今後の予定 

 令和８年４月 （仮称）５歳児健康診査検討委員会を設置 

 令和８年度内 ５歳児健康診査を試行実施 

 

 

 


